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生研センター 
生研センターによる事故の詳細調査・分析の試み 

 ２０１１年度から実施 

13道県から協力（全国の約３割） 

・調査票を開発、従来より詳しく調査実施 

・分析手法も開発し、調査結果を分析 

分析結果は・・・ 

・協力道県での啓発活動に反映 

・機械の改良策に反映 

  

詳しい事故情報と結果の還元があれば・・・ 

・より確実な安全設計につながる（設計者による保護方策） 

・より安全な作業体系につながる（使用者による保護方策） 

・現場での危険情報が関係者に伝わる（使用者からの情報） ２ 
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分析結果は・・・ 

・協力道県別にフィードバック⇒ 
 各道県での啓発活動に活用 

・機械の改良策に反映 

 （例：後述歩トラ事故） 

道県A：同じ県内でも地域により事故発生
機種と原因に差⇒地域別の対策を助言 

道県B：乗トラ事故全体を見ると

小型機の転落転倒が多いが、
非高齢層に限ると 中大型機
での巻込まれが最多 

 ⇒年齢別の啓発を助言 

・協力道県別にフィードバック 

例えば・・・ 

道県C：乗トラ転落事故では

環境要因（道幅が狭い、
段差ぎりぎりまで作業）も
多く確認 

 ⇒危険性喚起を助言 

道県D：負傷事故の件数では

ぶつけが最多だが、総入院
日数（=営農への影響度）は
機械からの転落が最多 
⇒重点項目選定方法を助言 

調査協力道県に対するフィードバック 

 



生研センター 

啓発資料の改良 

他に人材育成の取組み追加、普及機関への情報提供、 

安全研修内容の改良、組織連携の改良等 

分析結果に基づく機種・内容の重点化 

前述道県Cの例 

調査協力道県における取組・分析結果の活用事例 

４ 
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「使用者からの情報」の課題 

農作業事故対面調査で多く見られた農家の意見 

故障等に対してはメーカーにすぐクレームを入れるが、 
 危険箇所についてはクレームをつけない傾向 

そのままでは事故情報は上がってこない 

 ⇒メーカーに情報が伝わらない 

  ⇒製品の安全性向上が進まない 

「そういうものだと思って使えば済むことだから」 

「ヘタに安全とか言うと、余計なカバーが付いて
使いづらいし、値段が高くなるから」 

反面、事故を起こすと自分だけの責任にしてしまう 
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「使用者が講じる保護方策」の課題 

事故報告義務がない 

  国の調査は死亡事故のみ、死亡個票から集計 

     事故の詳細が不明、負傷事故の全国調査がない 

安全確保意識が希薄、現場への的確な助言困難 

 現場に潜む危険を洗い出すなどの点検活動（リスクアセスメント）を行っている 

 事例は少ない 

農業（家族経営）は労働安全衛生法の適用外 

安全確保義務がない 

  特に家族経営は従業員であり経営者  

     安全確保は自己責任（ヘルメットやカバーすら不徹底） 
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「設計者が講じる保護方策」の課題 

生研センターと13道県の事故調査分析（前述）から・・・ 

  分析事故件数７３件で、挟まれ（２０件）､巻き込まれ（２０件）､機械の転倒
転落（１８件）の順に事故が多い 

  ・後進時に事故が多い（挟まれ２０件すべて、巻き込まれ１０件） 

 ・安全装置がない機械での事故が多い（型式が推定できた３０件中１４件 

  が該当） 

 ・安全装置があっても狙い通り作用せず事故になった事例も（型式が推定 

  できた３０件中８件） 

例：歩行用トラクタの安全装置 

安全鑑定基準適合機械を使う必要 

より確実な安全装置が必要 

例：挟まれ防止
装置が効かない
部位で挟まれ 

挟まれ防止装置 

事故情報がないと
わからない！ 
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機械の安全設計の考え方（ISO 12100） 

使用者が講じ
る保護方策 リ

ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト 

設計者が講じる保護方策 

安
全
な
使
用
方
法
や 

作
業
手
順
を
遵
守
し
、

保
護
具
着
用
や
訓
練
等

を
講
じ
て
使
用 

リス
ク 

①
危
険
源
を
な
く
す 

（本
質
的
安
全
設
計
方
策
） 

②
ガ
ー
ド
や
各
保
護
装
置 

（イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
や
検
出

装
置
な
ど
）で
危
険
源
か
ら

使
用
者
を
保
護
す
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③
安
全
な
使
用
上
の
情
報

を
標
識
や
取
扱
説
明
書
で

使
用
者
に
伝
え
る 

使用者が受け入れ可能な
リスクレベルであること 

使用者からの情報：クレームや事故情報 

農業の現状・・・各段階に課題 



生研センター 
農業機械・農作業の一層の安全確保に向けて 

 ①分析に堪えうる農作業事故情報の収集・共有体制および 
  啓発活動の実施体制の確立 

使用者が講じ 
る保護方策 

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト 

設計者が講じる保護方策 

使用者からの情報：クレームや事故情報 
 
 

⑤現場で役立
つリスク管理
情報の提供
（農作業安
全情報セン
ター等） 

②事故情報のメーカーとの共有化と指導の促進 

③メーカーへの型式検査受検・
安全鑑定受験の促進 

④必要に応じ、事故実態に即
した安全基準への見直し 
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残
留
リ
ス
ク
の
回
避
に

向
け
た
手
順
の
明
示 

モニタリング（方策の評価） 


